
桜
前
線
と
と
も
に
水
稲
種
蒔
が
北
上
、
水
田

の
新
緑
が
笑
い
、
実
り
つ
く
る
み
ど
り
の
山
、

漁
待
つ
光
る
湖
面
、
蕉
風
に
ツ
バ
メ
飛
ぶ
春
の

息
吹
き
の
季
節
を
迎
え
て
い
ま
す
。。

健
康
一
番
、
市
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
健
勝
を

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

元
気
に
郷
土
の
未
来
を
描
き
出
し
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員　
設
楽　
健
夫

コ ラ ム
議 会 日 誌議 会 日 誌

議
会
を
傍
聴
し
て

市
の
動
き
を
知
り
ま
し
ょ
う
！

議
会
を
傍
聴
し
て

市
の
動
き
を
知
り
ま
し
ょ
う
！

　
本
会
議
は
、
一
般
に
公
開
さ
れ
て
お
り
、
ど
な
た
で
も
自
由
に
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
、

議
会
で
の
議
員
の
発
言
や
、
市
長
の
考
え
な
ど
を
直
接
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
第
２
回
定
例
会
は
、
６
月
２
日
（
火
）
か
ら
開
会
予
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

詳しいことは、議会事務局へお問い合わせください。　電話　0299（59）2111　内線1302　FAX　0299（59）4753
ホームページ　http://www.city.kasumigaura.ibaraki.jp/gikai/　メールアドレス　gikai@city.kasumigaura.ibaraki.jp

ご意見をお寄せ下さい

編集
後記

（2月10日〜5月1日まで）

●
２
月
●

　

12
日　

石
岡
地
方
斎
場
組
合
議
会
定
例
会

　

13
日　

茨
城
県
市
議
会
議
長
会
第
２
回
議
員
研
修
会

　

16
日　

議
会
運
営
委
員
会
、
産
業
建
設
委
員
会

　
　
　
　

茨
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
議
会

　
　
　
　

定
例
会

　

17
日　

文
教
厚
生
委
員
会

　

18
日　

茨
城
県
南
市
議
会
議
長
会
定
例
会

　

19
日　

総
務
委
員
会

　
　
　
　

湖
北
環
境
衛
生
組
合
議
会
定
例
会

　

24
日　

議
会
運
営
委
員
会
、
全
員
協
議
会

　

26
日　

土
浦
・
か
す
み
が
う
ら
土
地
区
画
整
理
一
部

　
　
　
　

事
務
組
合
議
会
定
例
会

●
３
月
●

　

３
月
３
日
～
３
月
24
日

　
　
　
　

第
１
回
定
例
会

　

３
日　

議
会
運
営
委
員
会
、

　

６
日　

議
会
運
営
委
員
会
、
全
員
協
議
会

　

９
日　

文
教
厚
生
委
員
会
、
産
業
建
設
委
員
会

　
　
　
　

平
成
27
年
第
１
回
定
例
会
議
案
審
査

　
　
　
　

特
別
委
員
会

　

10
日　

平
成
27
年
第
１
回
定
例
会
議
案
審
査

　
　
　
　

特
別
委
員
会

　

12
日　

平
成
27
年
第
１
回
定
例
会
議
案
審
査

　
　
　
　

特
別
委
員
会

　

13
日　

平
成
27
年
第
１
回
定
例
会
議
案
審
査

　
　
　
　

特
別
委
員
会

　

16
日　

平
成
27
年
第
１
回
定
例
会
議
案
審
査

　
　
　
　

特
別
委
員
会

　
　
　
　

議
会
運
営
委
員
会
、
全
員
協
議
会

　

17
日　

平
成
27
年
第
１
回
定
例
会
議
案
審
査

　
　
　
　

特
別
委
員
会

　

24
日　

議
会
運
営
委
員
会
、
全
員
協
議
会

●
４
月
●

　

17
日　

産
業
建
設
委
員
会

　

24
日　

議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会

　

30
日　

議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会

●
５
月
●

　

１
日　

土
浦
地
区
防
犯
協
会
理
事
会

豆辞典 一部事務組合一部事務組合 とはとは？？
普
通
地
方
公
共
団
体
及
び
特
別
区
が
、

そ
の
事
務
の
一
部
を
共
同
で
処
理
す
る
た

め
に
設
け
る
地
方
公
共
団
体
の
組
合
を
い

う
。一

部
事
務
組
合
は
、
こ
れ
を
構
成
す
る

地
方
公
共
団
体
と
は
別
個
の
法
人
格
を
有

す
る
特
別
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
組
合
固
有
の
区
域
、
権
能
及
び

構
成
員
を
持
つ
が
、
組
合
の
直
接
の
構
成

員
は
、
住
民
で
な
く
こ
れ
を
構
成
す
る
地

方
公
共
団
体
で
あ
る
。

一
部
事
務
組
合
が
設
立
さ
れ
れ
ば
、
構

成
団
体
は
、
そ
の
事
務
を
一
部
事
務
組
合

に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
共
同
処

理
す
る
も
の
と
さ
れ
た
事
務
は
、
構
成
団

体
の
事
務
で
は
な
く
な
る
。

（
地
方
議
会
運
営
辞
典
よ
り
抜
粋
）


